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地域共生情報2002年新年号　介護保険制度の充実に向けて
介護保険制度の充実に向けた自治労の5つの提言
2000年４月に介護保険制度が施行されるようになり、まもなく２年になろうとしていますが、看過できない課題・問題点も明らかになってきました。2005年には介護保険全体の見直し、2003年４月には、介護報酬の改訂や介護保険事業計画の見直しが控えています。

自治労（全日本自治団体労働組合）では、2003年４月までの時期を視野に置き、介護基礎の整備、介護報酬の引き上げ、保険者としての自治体の機能拡充など、当面する課題に関して改善すべき事項について「提言」をまとめました。
この提言の背景などの詳細は、自治労のホームページの「自治労通信2001年10月号」に紹介されています。　　　　→http://www.jichiro.gr.jp/

1　介護基盤整備の推進、ゴールドプラン21の前倒し実施 
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　高齢化がいっそう進展する中で、深刻な「家族介護」の解消と医療費の膨張にもかかわる「社会的入院」を解消し、地域・在宅を中心にした介護基盤整備を行い「介護の社会化」をすすめることが、介護保険制度の創設の理念・目的です。しかし、実態調査をみても老人保健医療費は減少しておらず、「社会的入院」は解消されていません。
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　実態調査によると、介護サービスのニーズが在宅よりも施設に向かう傾向がみられます。これは、「介護の社会化」の遅々とした歩みの中で、在宅サービスへの利用意向が少ない、在宅サービス自体の整備・供給不足などがみられる、在宅と比べての施設サービスの負担の方が少ない、等が要因と考えられます。
　高齢者の地域・在宅における生活を継続させる支援施策を整えるとともに、何よりも要介護者にならない保健・医療・福祉制度を確立し、寝たきり予防策を充実させることなどを積極的に推進することが基盤整備の課題です。
　現在の在宅の基盤整備率は40％程度であり、より一層の整備が必要です。実態調査で明らかになったように、在宅サービスの利用が少ない状況にあり、保健・医療・福祉ネットワーク活動をすすめるなどして、在宅サービス移行に結びつける必要があります。

提言1　介護基盤整備の推進、ゴールドプラン21の前倒し実施
（1）高齢者の福祉施策推進に向け、生きがい・生活支援策、寝たきり予防対策の充実をはかる。
（2）訪問介護の充実をはじめ、訪問リハビリ、訪問看護等の在宅支援サービスを軸にした介護サ　　　ービスの拡充をはかる。
（3）地域・在宅での介護保障を充実させるため、「健康・福祉のまちづくり」施策の推進と住宅政策の充実に合わせて、グループホームやケア付住宅の整備促進をはかる。
（4）特別養護老人ホームの完全個室化の推進など、介護保険施設の整備・改善をすすめる。あわせて、介護保険施設等で身体拘束をなくす取り組みを強める。
（5）社会的入院の解消の受け皿として、住宅改造や福祉用具の活用、バリアフリー施策を推進する。
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2　公正で迅速な要介護認定システムの確立

　現行の要介護認定システムは、施設入所者に対する24時間タイムスタディを基本にしてコンピューターソフトが開発されています。そのため、在宅生活をおくる在宅高齢者、特に痴呆性高齢者の要介護状態が正確に反映されないという問題点が指摘されています。
　訪問調査は、サービス事業者による利用者の囲い込みにならないように公平・公正な調査を行うことが基本です。調査を行う市町村職員は、ケアマネジャーはもとより保健婦、看護婦、ケースワーカー、介護福祉士、ホームヘルパーなどの高齢者や障害者の生活状況に精通した職種に従事する職員とします。委託を行う場合であっても、公平・公正な調査を行うことを保険者として点検・検証できる体制を整備します。いずれの場合でも、調査員に対する研修等の強化が必要です。
　認定申請から認定結果に基づく介護サービス給付が介護保険制度の根幹であり、要介護認定システムの改善はできる限り速やかに行うべきです。
　要介護認定（二次判定）における訪問調査員の特記事項及びかかりつけ医師の意見書は重要な役割を持っています。また、要介護高齢者の置かれている環境や生活状況等について、コンピューターでは言い表せない事項を的確に把握し、特記事項に記載することによって認定審査に反映させることも重要です。

提言2　公正で迅速な要介護認定システムの確立
（1）在宅高齢者や痴呆性高齢者の要介護状態が正確に反映される一次判定システムを確立する。
（2）訪問調査は、市町村職員が行うこととし、委託をする場合でも、公平・公正な調査を行える体制をつくる。その上で、調査員に対する研修を強化する。
（3）かかりつけ医の意見書提出までの期限を設定し、認定申請から認定結果にもとづくサービス給付までは、可能な限り迅速に行える期間とする。
（4）要介護認定期間は、1年を基本とし、個々の要介護・支援者については認定審査会の意見にもとづき、保険者の判断によって設定できることとする。
3　訪問介護の質の向上と家事援助の報酬単価の引き上げ

　介護労働者の待遇改善と労働条件の確立に向けた最重要課題として、介護報酬の引き上げなどを求めていきます。
　訪問介護について自治労は、その仕事・労働の態様の把握と評価を介護報酬に正確に反映させるという視点から身体介護と家事援助の業務内容を整理すべきである、という立場です。特に、身体介護と家事援助サービスについては、単なる時間配分ではなく、サービスが密接不可分であり、連続した一連の流れで提供されていることを考慮すべきだと指摘してきました。
　当初、家事援助型・身体介護型という2類型であった介護報酬が密接不可分、連続したサービスであるという指摘から「複合型」という類型が設定されました。しかし、実態調査からは、ケアプラン作成に際して、身体介護を複合型に、複合型を家事援助にという下方修正をしている例も多いとの指摘もされています。きちんとしたケアプランの作成とそれにもとづいた訪問介護類型の適正な利用が必要です。
　訪問介護にかかる介護報酬について自治労は、①3類型に基づく介護報酬が、介護労働の態様を正確
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に反映していないこと、②家事援助及び複合型の報酬水準が低い、ということを指摘してきました。同時に、要支援や要介護高齢者に対する食事の準備や掃除をはじめとする家事援助サービスは、高齢者の介護予防や自立支援として重要なサービスであると考えています。実際、単身・高齢者世帯の多くは家事援助サービスを利用しています。
　実態調査においても、すべての保険者、事業者やヘルパーなどの担い手が、家事援助の介護報酬単価が低いことを指摘しています。事業者による適正な事業運営を確保し、また介護関係労働者の職を確立する意味でも、家事援助の介護報酬を大幅に引き上げ、ホームヘルパーの待遇を改善することが急務です。
　指定・運営基準において、訪問介護の従業員の員数については「常勤換算で2・5名以上とし、うち1名を常勤とする」とされました。また、解釈通知において訪問介護員10名もしくは450時間で1名のサービス提供責任者（常勤）の配置が示されています。その結果、常勤職員は極めて少なく、「直行直帰」を中心にした登録ヘルパーが圧倒的多数になっています。これでは、無原則に不安定雇用労働者をつくりだす結果にもつながります。
　一部の事業者は、指定・運営基準を更に弾力化することを要望していますが、むしろ訪問介護事業の指定・運営基準を遵守させるとともに、質の高い介護サービスを継続的・安定的に提供できる基準づくりに向けた取り組みが必要です。
　また、訪問介護を担うホームヘルパーに対して、利用者の健康状態に関する情報がなく、ホームヘルパーが感染したり、二次・三次感染が発生する実態も報告されています。これらに対する対策が必要です。

提言3　訪問介護の質の向上と家事援助の報酬単価の引き上げ
（1）家事援助の報酬単価を大幅に引き上げること。そのため、訪問介護の介護報酬の引き上げを1年前倒しして、2002年度から実施すること。
（2）移動時間や待機時間について厳密に介護報酬に反映させること。
（3）身体介護を担う者の範囲は、介護福祉士及び1級、2級ヘルパーに限定すること。
（4）家事援助は、要介護高齢者の自立支援に欠かすことができないので、介護保険の対象とすること。
（5）サービス提供責任者の配置基準を遵守すること。
（6）ホームヘルパーに対する感染症防止対策を充実すること。
（7）登録ヘルパーに対して関係労働法規を遵守すること。

4　居宅介護支援の独立性の確保と介護報酬の引き上げ

　居宅介護支援事業（ケアマネジメント）は、介護保険制度の要であり、中立・公正な役割が求められています。そのため、居宅介護支援事業の担い手であるケアマネジャーの質の確保と適切なケアプラン作成等が重要な課題となっています。
しかし、実態調査によれば、多くのケアマネジャーは過剰なケース数を抱えるとともに、給付管理業務に追われていることが指摘されています。指定・運営基準では、1人のケアマネジャーが50人の要介護者のケアプランを担当することになっていますが、この数では利用者の状態をきちんと把握し、アセスメントからモニタリングまでのサービスを行うことは困難であるとの指摘がなされています。
　居宅介護サービス計画費は、要支援（6500円）、要介護1、2（7200円）、要介護3、4、5（8400円）となっています。居宅介護支援事業が採算ベースに見合う充分な額とは言えません。居宅介護支援事業が独立した機関として運営できるように、介護報酬を大幅に引き上げるべきです。
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　指定・運営基準では、常勤の介護支援専門員を1名以上配置するということで50ケースを担当、兼務も可能としています。この基準では、いわゆる本業（医師、薬剤師、看護婦等）を持つ介護支援専門員が兼務で50ケースを担当できることとなっています。ケアマネージメントが介護保険制度の重要な役割を果たすことを考えれば、専任で担当するケース数と兼務で担当する場合のケース数の基準設定が必要です。
　また、介護支援専門員がアセスメントを他の者に依頼してチェックをすることでも構わないということにならない、きちんとした運営基準も必要です。
　介護支援専門員の働きによって、利用者の生活の質（QOL）が大きく変化するといわれています。契約制度が十全に機能するためには、利用者と提供者を結ぶケアマネジャーの役割が極めて重要です。指定・運営基準の改正や居宅介護サービス計画費の介護報酬の引き上げをはかるとともに、介護支援専門員の質の確保と研修を含めた支援体制の強化が必要です。

提言4　居宅介護支援の独立性の確保と介護報酬の引き上げ
（1）ケアマネジャーの独立性を確保するとともに、居宅介護支援の介護報酬（居宅介護サービス計画費）の大幅な引き上げをはかる。そのため、居宅介護支援の介護報酬の引き上げを1年前倒しして、2002年度から実施すること。
（2）資格取得後、質の確保をはかるために研修等の支援体制を確立する。
（3）居宅介護支援は、標準50ケースでなく、1人で利用者の数40ケースとする。
（4）他の業務との兼務の場合は、1人で20ケースとする。

5　保険者としての市町村の機能拡充

地域における高齢者福祉（地域ケアシステム）全体の運営とその中で重要な核となる介護保険の充実に向けて、市町村は公的責任をきちんと果たしていく必要があります。
　介護保険法第3条は、市町村が責任を持って「介護保険を行う」としています。保険者としての市町村の責任は重大です。実態調査をみても、地域福祉をはじめとする社会サービスに対する首長・自治体の姿勢とその創意・努力が、当該市町村の介護保険・高齢者福祉サービスの充実度合いに反映されています。
　都市部を中心にして、訪問介護サービスをはじめ在宅サービスに関しては、民間事業者やNPO法人等の多様なサービス提供主体が参入しています。一方、過疎や離島、山間地等の地域においては、採算性の問題から民間事業者等の参入があまり進まず、撤退・縮小も生じています。これまでサービス提供してきた市町村や社会福祉協議会においても「採算性」を理由にした事業撤退が報告されています。保険者としての市町村の役割が問われています。
困難ケース等の不採算部門に対しては、保険者としての市町村や社会福祉協議会がサービス提供事業者として公的サービスを提供し、地域のセーフティネットとして介護保障を行う必要があります。
　また、介護保険制度の創設を契機に、「措置」から「利用契約制度」への変更となり、サービス利用者の意向や施設・在宅サービスの希望者数等が把握できにくい状況が生じています。市町村は、市民・利用者に対する必要な情報提供、苦情解決・権利擁護の仕組みについて保険者機能を発揮し、制度の透明性をはかる必要があります。そのためにも自治体（「直轄」もしくは「準行政的機関」）による基幹型在宅介護支援センターの設置や活用をはかる必要があります。
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　介護保険制度の適用外である障害児（者）サービス、高齢者生活支援サービスなどについて、市町村は責任を持ってサービスを提供しなければなりません。介護保険でも民間事業者の参入が期待しにくい対応　介護保険制度創設の理念は、社会全体で介護を支えあい、高齢者の自立支援を社会的にサポートするというものです。そのため、負担額の大小はあっても皆で負担する仕組みになっています。その上にたって、保険者としての市町村は、低所得者に対するきめ細かな対策が当然必要であり、保険料・利用料負担の仕組みについても低所得者に配慮することが求められます。

提言5　保険者としての市町村の機能拡充
（1）すべての市民に対する介護保険制度の周知をはかるため、きめ細かな公報活動を実施する。あわせて、市民・利用者に給付と負担の関係や保険財政についての情報公開をすすめる。
（2）市民・利用者に対して、サービス提供事業者等の様々な情報を提供・公開する。またサービス向上のための評価事業を実施し、制度の透明化をはかる。
（3）市町村（もしくは「準行政的機関」）に基幹型在宅介護センターを設置し、個別のサービス事業者から独立した中立的な立場で介護保険や高齢者福祉サービス全体の調整を行うこととする。
（4）介護相談、苦情解決を第一義的に対応するための相談窓口の設置など苦情解決システムの整備と利用者・市民に対する権利擁護機関を設置する。
（5）過疎や離島、山間地等のサービス事業について責任をもった補助・助成を行う。また、緊急・対応困難なケースへの対応を行う。
（6）介護サービスの質の向上のため、ホームヘルパーやケアマネジャーへの研修を、保険者として実施する。
（7）所得段階別保険料の弾力的設定や低所得者に配慮した高額介護サービス費（限度額）の設定など、低所得者も安心してサービス利用ができる対策をすすめる。
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